
放
課
後
児
童
⽀
援
員
に
係
る
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

○
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
、
「放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
」（

平
成

２
６
年

厚
生

労
働

省
令

第
６
３
号

。
以

下
「基

準
」と

い
う
。
）

に
基

づ
き

、
基

準
第

１
０
条

第
３
項

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

が
、
放

課
後

児
童

支
援

員
と

し
て

必
要

と
な

る
基

本
的

生
活

習
慣

の
習

得
の

援
助

、
自

立
に

向
け

た
支

援
、
家

庭
と

連
携

し
た

生
活

支
援

等
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

し
、
有

資
格

者
と

な
る

た
め

の
都

道
府

県
知

事
が

行
う
研

修
（以

下
「認

定
資

格
研

修
」と

い
う
。
）の

円
滑

な
実

施
に

資
す

る
た

め
に

策
定

す
る

も
の

。

○
認

定
資

格
研

修
は

、
一

定
の

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

と
考

え
ら

れ
る

基
準

第
１
０
条

第
３
項

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

が
、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

（放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

）に
従

事
す

る
放

課
後

児
童

支
援

員
と

し
て

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

補
完

し
、
新

た
に

策
定

し
た

基
準

及
び

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

運
営

指
針

（平
成

２
７
年

３
月

３
１
日

雇
児

発
０
３
３
１
第

３
４
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・児

童
家

庭
局

長
通

知
）に

基
づ

く
放

課
後

児
童

支
援

員
と

し
て

の
役

割
及

び
育

成
支

援
の

内
容

等
の

共
通

の
理

解
を

得
る

た
め

、
職

務
を

遂
行

す
る

上
で

必
要

最
低

限
の

知
識

及
び

技
能

の
習

得
と

そ
れ

を
実

践
す

る
際

の
基

本
的

な
考

え
方

や
心

得
を

認
識

し
て

も
ら

う
こ

と
を

目
的

と
し

て
実

施
す

る
も

の
。

基
本
的
考
え
方

研
修
内
容
等

事
項

主
な

内
容

実
施

主
体

都
道

府
県

（都
道

府
県

が
認

定
資

格
研

修
を

実
施

す
る

上
で

適
当

と
認

め
る

市
区

町
村

、
民

間
団

体
等

に
一

部
委

託
可

）

実
施

内
容

定
員

１
回

の
研

修
の

定
員

は
、
お

お
む

ね
１
０
０
名

程
度

ま
で

を
想

定
（認

定
資

格
研

修
の

効
果

に
支

障
が

生
じ

な
い

限
り
、
都

道
府

県
の

実
情

に
応

じ
て

お
お

む
ね

１
０
０
名

程
度

を
上

回
る

定
員

の
設

定
も

可
）

研
修

項
目

・科
目

及
び

時
間

数
等

研
修

項
目

・科
目

、
研

修
時

間
数

等
は

、
別

紙
の

と
お

り
（講

義
及

び
演

習
を

合
わ

せ
て

２
４
時

間
）（

都
道

府
県

の
実

情
に

応
じ

て
研

修
科

目
等

を
追

加
し

て
の

実
施

も
可

）。
授

業
形

態
は

、
適

宜
演

習
を

取
り
入

れ
た

り
す

る
な

ど
し

て
学

び
を

深
め

る
よ

う
な

工
夫

が
必

要
。

特
に

、
講

師
の

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
認

定
資

格
研

修
を

適
切

に
実

施
、
指

導
で

き
る

者
に

よ
り
行

わ
れ

る
よ

う
十

分
配

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。

研
修

期
間

等
１
回

の
研

修
の

期
間

は
、
原

則
と

し
て

２
～

３
か

月
以

内
で

実
施

（都
道

府
県

の
実

情
に

応
じ

て
２
期

に
分

け
て

実
施

す
る

な
ど

６
か

月
の

範
囲

内
で

の
実

施
も

可
）

研
修

の
時

間
帯

及
び

曜
日

の
設

定
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
の

実
情

に
応

じ
て

受
講

者
が

受
講

し
や

す
い

よ
う
適

宜
工

夫
が

必
要

。

研
修

教
材

研
修

カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
を

適
切

に
実

施
す

る
上

で
適

当
な

も
の

を
使

用

科
目

の
一

部
免

除
既

に
取

得
し

て
い

る
資

格
等

に
応

じ
て

、
以

下
の

と
お

り
、
研

修
科

目
の

一
部

に
つ

い
て

免
除

が
可

能
。

平
成

2
9
年

7
月

2
日

現
在

【
「
放
課
後
児
童
⽀
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
（
平
成
２
７
年
５
⽉
２
１
⽇
厚
⽣
労
働
省
雇
⽤
均
等
・
児
童
家
庭
局
⻑
通
知
）
】
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事
項

主
な

内
容

科
目

の
一

部
免

除
（
続

き
）

①
基

準
第

１
０
条

第
３
項

第
１
号

に
規

定
す

る
保

育
士

の
資

格
を

有
す

る
者

「２
－

④
子

ど
も

の
発

達
理

解
」、

「２
－

⑤
児

童
期

（６
歳

～
１
２
歳

）の
生

活
と

発
達

」、
「２

－
⑥

障
害

の
あ

る
子

ど
も

の
理

解
」、

「２
－

⑦
特

に
配

慮
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

の
理

解
」

（計
４
科

目
）

②
基

準
第

１
０
条

第
３
項

第
２
号

に
規

定
す

る
社

会
福

祉
士

の
資

格
を

有
す

る
者

「２
－

⑥
障

害
の

あ
る

子
ど

も
の

理
解

」、
「２

－
⑦

特
に

配
慮

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
の

理
解

」
（計

２
科

目
）

③
基

準
第

１
０
条

第
３
項

第
４
号

に
規

定
す

る
教

諭
と

な
る

資
格

を
有

す
る

者
「２

－
④

子
ど

も
の

発
達

理
解

」、
「２

－
⑤

児
童

期
（６

歳
～

１
２
歳

）の
生

活
と

発
達

」
（計

２
科

目
）

既
修

了
科

目
の

取
扱

い
受

講
者

が
認

定
資

格
研

修
受

講
中

に
、
他

の
都

道
府

県
に

転
居

し
た

場
合

や
病

気
等

の
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り
認

定
資

格
研

修
の

一
部

を
欠

席
し

た
場

合
等

に
お

け
る

既
修

了
科

目
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
既

に
履

修
し

た
も

の
と

み
な

し
、
認

定
資

格
研

修
を

実
施

し
た

都
道

府
県

は
、
受

講
者

に
対

し
「一

部
科

目
修

了
証

」の
発

行
が

可
能

。

修
了

評
価

研
修

修
了

者
の

質
の

確
保

を
図

る
観

点
か

ら
、
適

正
に

行
わ

れ
る

必
要

が
あ

り
、
都

道
府

県
は

、
例

え
ば

、
１
日

単
位

で
レ

ポ
ー

ト又
は

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

トを
提

出
さ

せ
る

な
ど

、
各

受
講

者
が

放
課

後
児

童
支

援
員

と
し

て
業

務
を

遂
行

す
る

上
で

必
要

最
低

限
の

知
識

・技
能

の
習

得
と

そ
れ

を
実

践
す

る
際

の
基

本
的

な
考

え
方

や
心

得
の

認
識

を
確

認
。

受
講

者
が

提
出

す
る

レ
ポ

ー
ト又

は
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
トに

は
、
科

目
の

履
修

又
は

認
定

資
格

研
修

全
体

を
通

じ
て

学
ん

だ
こ

と
、
理

解
し

た
こ

と
、
今

後
役

に
立

つ
と

思
わ

れ
る

こ
と

、
研

修
講

師
の

評
価

な
ど

を
記

載
し

て
も

ら
う
こ

と
を

想
定

し
て

お
り
、
レ

ポ
ー

ト又
は

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト自
体

に
理

解
度

の
評

価
（判

定
）を

行
っ

て
、
科

目
履

修
の

可
否

を
決

定
す

る
こ

と
ま

で
は

想
定

し
て

い
な

い
こ

と
に

留
意

。

【免
除

の
考

え
方

】
○

基
準

第
１
０
条

第
３
項

に
規

定
す

る
保

育
士

又
は

社
会

福
祉

士
の

資
格

を
有

す
る

者
、
学

校
教

育
法

の
規

定
に

よ
り
、
小

学
校

等
の

教
諭

と
な

る
資

格
を

有
す

る
者

に
つ

い
て

は
、
国

が
定

め
た

公
的

な
養

成
課

程
に

お
い

て
必

要
な

科
目

を
履

修
し

、
一

定
の

資
質

が
担

保
さ

れ
て

い
る

と
い

う
こ

と
を

前
提

と
し

て
、
認

定
資

格
研

修
で

受
講

し
た

と
同

等
の

基
礎

的
な

知
識

等
を

既
に

有
し

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
科

目
に

つ
い

て
の

み
免

除
を

行
う
こ

と
と

し
、
放

課
後

児
童

支
援

員
と

し
て

必
要

な
専

門
性

に
係

る
知

識
及

び
技

能
の

習
得

に
関

す
る

科
目

に
つ

い
て

は
免

除
の

対
象

と
し

な
い

。
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事
項

主
な

内
容

実
施

手
続

受
講

の
申

込
み

及
び

受
講

資
格

の
確

認

都
道

府
県

は
、
受

講
希

望
者

が
受

講
の

申
込

み
を

す
る

に
当

た
り
、
市

区
町

村
を

経
由

さ
せ

て
、
受

講
申

込
書

を
提

出
さ

せ
る

こ
と

も
可

能
。
そ

の
際

、
基

準
第

１
０
条

第
３
項

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
か

の
確

認
（各

種
資

格
証

や
修

了
証

明
書

、
実

務
経

験
証

明
書

の
原

本
若

し
く
は

そ
の

写
し

等
）を

、
市

町
村

と
連

携
及

び
協

力
し

て
円

滑
に

実
施

。
な

お
、
基

準
第

１
０
条

第
３
項

第
９
号

に
該

当
す

る
か

の
確

認
は

、
当

該
市

区
町

村
が

認
定

し
た

こ
と

の
証

し
を

添
付

さ
せ

る
な

ど
の

方
法

に
よ

り
実

施
。

受
講

者
本

人
の

確
認

都
道

府
県

は
、
受

講
者

本
人

で
あ

る
こ

と
の

確
認

を
併

せ
て

行
う
こ

と
と

し
、
住

民
票

の
写

し
、
健

康
保

険
証

、
運

転
免

許
証

、
パ

ス
ポ

ー
ト等

の
公

的
機

関
発

行
の

証
明

書
等

を
提

出
又

は
提

示
さ

せ
、
本

人
確

認
を

実
施

。
な

お
、
こ

れ
ら

の
確

認
を

行
う
に

際
し

て
は

、
受

講
希

望
者

に
対

し
て

、
募

集
時

等
に

必
要

な
情

報
の

周
知

が
必

要
。

受
講

場
所

原
則

と
し

て
、
現

に
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

従
事

し
て

い
る

者
は

そ
の

勤
務

地
の

都
道

府
県

で
、
そ

れ
以

外
の

者
は

現
住

所
地

の
都

道
府

県
で

受
講

。

修
了

の
認

定
・

修
了

証
の

交
付

都
道

府
県

は
、
認

定
資

格
研

修
の

全
科

目
を

履
修

し
、
放

課
後

児
童

支
援

員
と

し
て

の
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
習

得
し

た
と

認
め

ら
れ

る
者

に
対

し
て

、
修

了
の

認
定

を
行

い
、
全

国
共

通
様

式
に

よ
る

「放
課

後
児

童
支

援
員

認
定

資
格

研
修

修
了

証
」［

賞
状

形
式

及
び

携
帯

用
形

式
］を

都
道

府
県

知
事

名
で

交
付

（委
託

は
不

可
）。

認
定

等
事

務

認
定

者
名

簿
の

作
成

都
道

府
県

は
、
「放

課
後

児
童

支
援

員
認

定
資

格
研

修
修

了
証

」を
交

付
し

た
者

の
必

要
事

項
【氏

名
、
生

年
月

日
、
現

住
所

又
は

連
絡

先
、
修

了
年

月
日

、
修

了
証

番
号

等
】を

記
載

し
た

「○
○

都
道

府
県

放
課

後
児

童
支

援
員

認
定

者
名

簿
」を

作
成

。

認
定

者
名

簿
の

管
理

都
道

府
県

は
、
認

定
者

名
簿

を
管

理
す

る
に

際
し

て
、
個

人
情

報
の

保
護

に
十

分
留

意
し

て
、
安

全
か

つ
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
永

年
保

存
と

し
、
修

了
証

の
再

交
付

等
に

対
応

で
き

る
体

制
を

整
備

。

修
了

証
の

再
交

付
等

都
道

府
県

は
、
認

定
を

受
け

た
者

が
、
認

定
者

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

内
容

（氏
名

、
現

住
所

又
は

連
絡

先
）に

変
更

が
生

じ
た

こ
と

、
又

は
修

了
証

を
紛

失
（又

は
汚

損
）し

た
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
際

に
は

、
速

や
か

に
、
修

了
証

の
再

交
付

等
の

手
続

に
対

応
。

認
定

の
取

消
都

道
府

県
は

、
認

定
を

受
け

た
者

が
、
次

の
事

由
に

該
当

す
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

、
当

該
者

の
認

定
者

名
簿

か
ら

の
削

除
が

可
能

。
①

虚
偽

又
は

不
正

の
事

実
に

基
づ

い
て

認
定

を
受

け
た

場
合

②
虐

待
等

の
禁

止
（基

準
第

１
２
条

）に
違

反
し

た
場

合
③

秘
密

保
持

義
務

（基
準

第
１
６
条

第
１
項

）に
違

反
し

た
場

合
④

そ
の

他
放

課
後

児
童

支
援

員
と

し
て

の
信

用
失

墜
行

為
を

行
っ

た
場

合
な

ど
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※
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
、

実
施

主
体

で
あ

る
都

道
府

県
が

認
定

資
格

研
修

を
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

研
修

内
容

や
実

施
方

法
等

を
網

羅
的

に
規

定
し

た
も

の
で

あ
り
、
認

定
資

格
研

修
の

一
定

の
質

の
確

保
及

び
国

全
体

と
し

て
の

一
定

の
均

質
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

に
、
全

国
共

通
の

基
本

的
な

指
針

と
し

て
位

置
づ

け
る

こ
と

と
し

、
地

方
自

治
法

（昭
和

２
２
年

法
律

第
６
７
号

）第
２
４
５
条

の
４
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
技

術
的

な
助

言
と

し
て

、
「放

課
後

児
童

支
援

員
認

定
資

格
研

修
事

業
（都

道
府

県
認

定
資

格
研

修
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

）実
施

要
綱

」を
平

成
２
７
年

５
月

２
１
日

付
け

で
都

道
府

県
あ

て
通

知
を

発
出

。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
位
置
づ
け

認
定

の
仕

組
み

（
都

道
府

県
の

事
務

の
主

な
流

れ
）

認
定

資
格

研
修

の
実

施
認

定
資

格
研

修
修

了
→

認
定

→
修

了
証

交
付

認
定

者
名

簿
の

作
成

・管
理

【永
年

保
存

】

全 国 共 通 で 通 用 す る

修 了 証 と し て 位 置 づ け

※
個

人
情

報
の

保
護

に
十

分
留

意

受
講

資
格

等
の

確
認

市
区

町
村

都
道

府
県

連 携 ・ 協 力

基
準

第
１
０
条

第
３
項

第
９
号

の
認

定
は

市
区

町
村

が
実

施

受
講

申
込

書
の

提
出

修 了 前 に 、 他 の 都

道 府 県 に 転 居 又 は

病 気 等 で 欠 席 し た

場 合
既 修 了 科 目 は 履 修

し た も の と み な し 、

一 部 科 目 修 了 証

を 交 付

未 修 了 科 目 を 他 の

都 道 府 県 等 で 履 修

事
項

主
な

内
容

研
修

会
参

加
費

用
研

修
会

参
加

費
用

の
う
ち

、
資

料
等

に
係

る
実

費
相

当
部

分
、
研

修
会

場
ま

で
の

受
講

者
の

旅
費

及
び

宿
泊

費
に

つ
い

て
は

、
受

講
者

又
は

運
営

主
体

が
負

担
。

費
用

国
は

、
都

道
府

県
に

対
し

て
、
認

定
資

格
研

修
の

実
施

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
補

助
。

（※
）認

定
資

格
研

修
を

受
講

す
る

際
の

代
替

職
員

の
雇

上
げ

経
費

及
び

研
修

会
場

ま
で

の
旅

費
に

つ
い

て
は

、
運

営
費

に
計

上
。

全 国 共 通 の

「 認 定 者 名 簿

管 理 シ ス テ ム 」

を 導 入
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実
施

方
法

（例
）

【１
６
科

目
×

９
０
分

＝
１
，
４
４
０
分

（合
計

２
４
時

間
）の

場
合

】
（パ

タ
ー

ン
①

）１
日

９
０
分

の
講

義
等

を
４
科

目
（４

コ
マ

）［
午

前
・午

後
］で

計
４
日

間
で

実
施

（パ
タ

ー
ン

②
）１

日
９
０
分

の
講

義
等

を
４
科

目
（４

コ
マ

）［
午

前
・午

後
］で

２
日

間
、
２
科

目
（２

コ
マ

）［
午

後
の

み
］で

４
日

間
、
計

６
日

間
で

実
施

（パ
タ

ー
ン

③
）１

日
９
０
分

の
講

義
等

を
３
科

目
（３

コ
マ

）［
午

後
の

み
］で

４
日

間
、
２
科

目
（２

コ
マ

）
［午

後
の

み
］で

２
日

間
、
計

６
日

間
で

実
施

（パ
タ

ー
ン

④
）１

日
９
０
分

の
講

義
・演

習
を

２
科

目
（２

コ
マ

）［
午

前
の

み
］で

計
８
日

間
で

実
施

１
日

目
２
日

目
３
日

目
４
日

目
1
0
:0

0
～

1
0
:3

0
ガ

イ
ダ

ン
ス

1
0
:3

0
～

1
2
:0

0
講

義
・演

習
➀

講
義

・演
習

➄
講

義
・演

習
➈

講
義

・演
習

⑬
昼

食
(1

2
:0

0
～

1
3
:0

0
)

1
3
:0

0
～

1
4
:3

0
講

義
・演

習
➁

講
義

・演
習

➅
講

義
・演

習
➉

講
義

・演
習

⑭
休

憩
(1

4
:3

0
～

1
4
:4

0
)

1
4
:4

0
～

1
6
:1

0
講

義
・演

習
➂

講
義

・演
習

➆
講

義
・演

習
⑪

講
義

・演
習

⑮
休

憩
(1

6
:1

0
～

1
6
:2

0
)

1
6
:2

0
～

1
7
:5

0
講

義
・演

習
➃

講
義

・演
習

➇
講

義
・演

習
⑫

講
義

・演
習

⑯

１
日

目
２
日

目
３
日

目
４
日

目
５
日

目
６
日

目
1
0
:0

0
～

1
0
:3

0
ガ

イ
ダ

ン
ス

1
0
:3

0
～

1
2
:0

0
講

義
・演

習
➀

講
義

・演
習

➄
昼

食
(1

2
:0

0
～

1
3
:0

0
)

1
3
:0

0
～

1
4
:3

0
講

義
・演

習
➁

講
義

・演
習

➅
講

義
・演

習
➈

講
義

・演
習

⑪
講

義
・演

習
⑬

講
義

・演
習

⑮
休

憩
(1

4
:3

0
～

1
4
:4

0
)

1
4
:4

0
～

1
6
:1

0
講

義
・演

習
➂

講
義

・演
習

➆
講

義
・演

習
➉

講
義

・演
習

⑫
講

義
・演

習
⑭

講
義

・演
習

⑯
休

憩
(1

6
:1

0
～

1
6
:2

0
)

1
6
:2

0
～

1
7
:5

0
講

義
・演

習
➃

講
義

・演
習

➇

１
日

目
２
日

目
３
日

目
４
日

目
５
日

目
６
日

目
1
2
:3

0
～

1
3
:0

0
ガ

イ
ダ

ン
ス

1
3
:0

0
～

1
4
:3

0
講

義
・演

習
➀

講
義

・演
習

➃
講

義
・演

習
➆

講
義

・演
習

➉
講

義
・演

習
⑬

講
義

・演
習

⑮
休

憩
(1

4
:3

0
～

1
4
:4

0
)

1
4
:4

0
～

1
6
:1

0
講

義
・演

習
➁

講
義

・演
習

➄
講

義
・演

習
➇

講
義

・演
習

⑪
講

義
・演

習
⑭

講
義

・演
習

⑯
休

憩
(1

6
:1

0
～

1
6
:2

0
)

1
6
:2

0
～

1
7
:5

0
講

義
・演

習
➂

講
義

・演
習

➅
講

義
・演

習
➈

講
義

・演
習

⑫

１
日

目
２
日

目
３
日

目
４
日

目
５
日

目
６
日

目
７
日

目
８
日

目
8
:3

0
～

9
:0

0
ガ

イ
ダ

ン
ス

9
:0

0
～

1
0
:3

0
講

義
・演

習
➀

講
義

・演
習

➂
講

義
・演

習
➄

講
義

・演
習

➆
講

義
・演

習
➈

講
義

・演
習

⑪
講

義
・演

習
⑬

講
義

・
演

習
⑮

休
憩

(1
0
:3

0
～

1
0
:4

0
)

1
0
:4

0
～

1
2
:1

0
講

義
・演

習
➁

講
義

・演
習

➃
講

義
・演

習
➅

講
義

・演
習

➇
講

義
・演

習
➉

講
義

・演
習

⑫
講

義
・演

習
⑭

講
義

・
演

習
⑯
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